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もしくは引渡しの差止めをしなければならないし (6) また巡

送品が到達地に到注したときは， 荷受人その他の正当権利者に

引渡す義務がある (7) またそれらの義務を完全に履行しない

ときは ， j員嘗賠償責任も負うことになるのである。しかしこの

反iYii，運送人または船舶所有者，船舶賃借入者事は，五E送のため

の必援事項およびそれに対する報酬を得るために (1) 荷送人

に迎送状の提出を求め (2) 運賃その他の !fl.}刊を請求すること

ができ (3) もし述賃その他の技用を収受することができない

ときは，運送品について留置権およひ先取特権があり(商法第

589 条， 民法第 311 条) (4) 必要に応、じては巡送品を供託しま

たは競売すること ができる(商法第 585 条)。 また鉄道運送の

場合においてはさらに (5) 運送品の極煩および性質の Ijjl告を

求めることができ ， もしその IY:J告に疑いがある場合は， 荷送人

の立会いのもとにその点検をすることもでき(鉄道営業法第 10

条) (6) 運送品を引波す こ ことができないときは運送品を寄

託し(問法第 13 条の 3) (7) 荷受人および荷送人を政知する

ことができないときは， 所定の手続きによ って巡送品の所有権

を取得する権利をも有している(同法U03 条の 2 )。

5 成立，変更および解除

迎送契約は当事者の意思表示の合致によ っ て成立するもので

あるが，その合致がいついかなる方法でなされるかが問題であ

る。旅客運送は通常， 乗車券の発売，迩送開始の場合の改欽

(かいきょう)， 来 111 害事によって突施されているのであって，

来事券発売特に契約が成立する説と ， 目士欽をする際に契約が成

立する説と ， 乗車の際との説があり，また物flf1巡送の場合にお

いても個々の王I!送形態によって極々に考えられるが，事実問問

によって個々に判定さるべきものと考える。

一度成立した契約は， 一方的には変更できないのが原則であ

るが法令 ・ 約款その他契約の内容によ っては一方的に契約の内

容を変更することができる。物品迎送契約の場合においては商

法t店 582 条において，荷送人または貨物引j央官正の所持人が運送

の中止，運送品の返迷その他の処分権を有しているから，その

ような処分をした場合には当然契約は変更される。また鉄道に

おける旅客連送契約の場合においても ， 鉄道運輸銀程および鉄

道の定める約款によ っ て旅客が乗車等級を変更し， 乗越，方向

変更および経路変更をなし得ること になっているのが常態であ

る。

.ìill送契約も一般契約の原則にしたがって解除できる(民法第

540 条以下)ほか鉄道巡送においては， 鉄道営業法第 17 条に

よ っ て天災事変その他やむを得ない~Jj.由により巡送に岩手し ，

または迷送を継続することができなくな ったときは， 旅客また

は荷送人は契約を解除することができることとなっている。
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一般に原価 (cost ， Selbstkosten, co ùt) とは ， 企業経営におい

て給付， すなわちその経営の目的とする生産物をつくり出すた

めに消費された労働および諸財貨の原li町計算上許制された価値

を指称している。しかして原価慨念の主たる標識は (1) 一定

の給付を対象とし，それをつくり出すために消波された経済 IIIIí

iæíであること (2) その経済価値が， 貨幣価値によって言平価さ

れたものであること，の 2 つである。これらの点において原佃i慨

念は一定期間を対象として ， そのJYJl MJ中に消資された経済価値

の金銭的評価額たる損益計算上の!fl.}日慨念と区別されると同時

に， 一定の給付を対象とし，それをつくり出すために消孜され

た経済価値を物量的に表示する原単位観念と区別されるのであ

る。

巡送原lillí とは上述の一般原価概念にもとづく際!illiの対象物を ，

巡紛企業の紛十j たる巡送用役に限定した特fjfjの原mli概念である。

したがって j京 mli概念上における巡送l京 1聞の特色は，も っぱら l京

mfiの客体となる迎送m役の給付としての特殊性にもとづくので

ある。運送m役のIilUiIli計算上における給付としての主たる特長

はつぎの 3 点である。

1 運送H'J役は一極の利用仙l値， いわゆるサー ビスであるこ

と 。

2 述送用役は人または財貨を特定の地点から他の特定の地

点まで移動させるこ とを内容とするサービスであること。

3 巡送用役の盆は輸送される旅客の人員または貨物のトン

数と ， それらが輸送される距離とのこ元的要素によって測定さ

れるべきものであること。

運送l刺illi ~:t.上記の官官特性を有する給付 を客体とする/jf( !iHiであ

るから ， おのずからつぎの ような特色を有するものとなる。

l 五I!送Jjj(lilliは巡送用役という一種のサービスを客体とする

原価lであるが，この場合に運送用役の意義いかんにより述送l京

i聞は 2 織に斑!解することができる。この点はサーピス l京!日liに以l

する一般的な |問題である。

すなわちその 1 つは迎送用役を旅客および貨物を輸送し得る

能力と解する考え方である。鉄道についていえば客車の座席キ

ロ，貨車の積載可能トン ・ キロ等がそれに当るであろう。他の

l つは運送用役を旅客および貨物の突際に輸送された結果と解

する考えブJである。旅客人キロおよび貨物 ト ン・キロ等がその

測定の単位となる。巡送用役に対する上記 2 様の解釈は， 別の

表現をもってすれば巡送原価の客体として，運送用役の生産高

とそれの i仮売商のいずれを選ぶべきであるか と いうことマある。

製造工業などのように有休物を生産する経営にあっては，こ

のような疑問]は起り得ない。もちろん製造過程について製造原

価を計算し， それに一般管理費および販売訟を加えた総原!ilfi の

計算はあるが，両者の区別は給付の段階を異にするものである。

しかしサーピス業の場合には，生産物たるものは生産と同時

に利用されるのでなければ経済的給付としての価値をもたらさ

ない。迎i送用役もその I つである。旅客列車を運転しでもそれ

に旅客が衆らなければ，主E送用役としての効来はあげられない。

しかして原!日Ií計算の原理にしたがえば， 原価とは給付に転化し

た経済価値をいうのであるが， 泡i輸企業において消費される経

済価値は輸送能力に転化されるのであって，それの利用結果た

る旅客および貨物の輸送に対しては間接的に転化するにiI!h~な

い。したがって際!日li計算上運送原価の客休について疑問lを生ず

るのである。

上記の疑問を解決するためにテ ッ クレンプノレグは巡送用役の

輸送能力としての聞を経営給付 (betri ebliche Leistungen) と

呼び，それを客休とする運送l町田lを経営 l京 !iIli (Betriebskosten) 

とし ， 輸送能力の突際に利用された結果を有効運輸給付 (Ver・

kehrsn u tzleist ung) と呼び，それを客体とする原価を生産原

悩 (Se lbs tkos te n ) と称している。しかして鉄道の生産原価は，

原価の客体とされる有効運輸給付をなしとげるために，どれだ

けの経営給付を必要としたかによって確定するものである とし

ている。

2 一般のl京flm概念によれば，原価とは企業経営の生産過程

における消政経済制li飽を，生産物の一定単位につき算定したも

のであるとされ，原則的には販売(流通過程)に要 した費用は原

!日lilt十J):の対象とはされていない。もっとも第 2 次世界大戦以後，

原佃l青1';l1:の性絡に若干の変化が生じ，前述の製造原価に販売政
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